
平成 27年 9月 9日 判決言渡 同 日原本領収 裁判所書記官

平成 26年 (行 ウ)第 3号 行政文書不開示処分取消請求事件

口頭弁論終結 日 平成 27年 6月 10日

決‖卜J

文主

1 本件訴えのうち,別紙記載の公文書の開示決定の義務付けを求める部分を却

下する。

2 原告のその余の請求を棄却する。

3 訴訟費用は原告の負担とする。

事  実  及  び  理  由

第 1 請求

1 処分行政庁が,原告に対し,平成 24年 6月 11日 付けでした部分開示 (一

部不開示)決定処分 (危第 558号 )の うち,別紙記載の公文書を不開示とし

た部分を取 り消す。
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2 処分行政庁は,原告 に対 し,別紙記載の公文書の開示決定をせ よ。

第 2 事案の概要等

1 事案の概要

本件は,原告が,福井県情報公開条例 (以 下 「条例」 とい う。)に基づき ,

福井県知事 (処分行政庁)に対 し,滋賀県が福井県の原子力発電所の重大事故

を想定 して放射性物質の拡散予測を独 自に実施 し,被告に情報提供 した文書・

資料の開示請求 (以 下 「本件開示請求」 とい う。)を行 つた ところ,別紙記載

の文書 (以 下 「本件不開示情報」 とい う。)を不開示 とす る公文書一部公開決

.定 (以 下 「本件一部不開示決定」 とい う。)を受けたため,本件一部不開示決

定の うち本件不開示情報を不開示 とした部分の取消 しを求めるとともに,本件

不開示情報の開示決定の義務付けを求める事案である。

2 条例の定め

(1)条例の趣 旨等

地方 自治の本 旨に基づいた県政を推進す るためには,県が,県政を負託 し

ている県民に対 して,そ の諸活動の状況 を説明す る責務を全 うす ることが必

要であ り,こ のことは,同 時に,県民の 「知 る権利」の実現に寄与す ること

で もある。情報公開制度は,県がこのよ うな 「説明責務」を全 うす るための

重要な制度であ り,地方分権が進展 し,今後ますます地方 自治体 と住民の 自

立 と自己責任が求め られてい く中で,県民の理解 と信頼を基本 とす る,公正

で透明性の高い県政 を実現す る上においても,不可欠のものである。条例は ,

以上の考え方に立って制定 されたものである。 (前文 )

(2)定義

ア 実施機関

条例において 「実施機 関」 とは,知事等 をい う。 (2条 1項 )

イ 公文書

条例において 「公文書」 とは,実施機 関の職員が職務上作成 し又は取得
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した文書,図 画及び電磁的記録であつて,当 該実施機 関が管理 しているも

のをい う。ただ し,条例 2条 2項各号に掲げるものを除 く。 (2条 2項 )

(3)実施機 関の責務

実施機 関は,条例に基づ く公文書の公開を請求す る権利が十分保障 され る

よ うに,条例 を解釈,運用 しなければな らない。 (3条前段 )

(4)開 示請求

何人 も,条例の定めるところにより,実施機 関に対 し,公文書の公開を請

求す ることができる。 (5条 )

.(5)開 示義務

実施機 関は,公開請求があつた ときは,公開請求に係 る公文書に条例 7条

各号に掲げる情報 (以 下 「不開示情報」 とい う。)のいずれかが記録 されて

いる場合 を除き,公開請求者 に対 し,当 該公文書を公開 しなければな らない。

(7条柱書 )

(6)不開示情報

不開示情報の うち,本件 に関係する部分は以下のとお りである。

県,国 ,独立行政法人等 ,他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行 う

事務又は事業に関す る情報であつて,公にす ることにより,(中 略)そ の他

当該事務又は事業の性質上 ,当 該事務又は事業の適正な遂行 に支障を及ぼす

おそれがあるもの (7条 7号 )

3 前提事実 (当 事者間に争いがないか,後掲の証拠及び弁論の全趣 旨により容

易に認 め られ る事実 )

(1)地域防災計画 (原子力災害対策編)と は,原子力発電所の事故が起 こった

際の避難計画等のことであるが,こ れは,防災対策を重点的に充実すべき地

域の範囲を定めるために,放射性物質拡散予測を踏まえ,UPZ(緊 急時防

護措置 を準備す る区域)と PAZ(予 防的防護措置を準備す る区域)の線引

きを行い,そ の線引きを踏 まえて策定 されるものである (乙 3の 2,乙 5,
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7)。

(2)滋賀県は,独 自に放射性物質拡散予測シ ミュ レーシ ョン (以 下 「滋賀県作

成 シミュレーシ ョン」 とい う。主に対象 とされた地域 は,福井県,岐阜県 ,

二重県,滋賀県,奈 良県,京都府,大阪府,和歌山県及び兵庫県である。 )

を作成 し,滋賀県の担 当者は,平成 23年 9月 上旬頃及び同年 11月 中旬 ,

被告の地域防災計画担 当者宛 てに, これを電子 メール に添付 して送信 した

(乙 2, 9の 1・ 2,乙 27)。 本件不開示情報は,上記シ ミュレーシ ョン

の うち,放射性物質拡散予測を地図上に示 した もの (以 下 「放射性物質拡散

'予
測図」 とい う。)で ある (た だ し,滋賀県の区域に係 る部分を除 く。 )。

(3)大阪府は,平成 24年 3月 ,滋賀県か ら提供 された放射性物質拡散予測図

の うち,大阪府 の区域に係 る部分をホームページ上で公開 し,京都府及び岐

阜県は,同年 6月 頃までの間に,情報公開請求に対 し,上記予沢1図 の うち ,

それぞれ 自府県の区域 に係 る部分について開示 した。なお,上記予測図には ,

複数のパター ンがあるとうかがわれ るところ,大阪府が公開 したものは,本

件不開示情報 とは内容の異なるものであ り,京都府及び岐阜県が開示 したも

のは,本件不開示情報 と内容が同 じであるか不明である。 (甲 3, 4, 11,

12,乙 30)

(4)滋賀県は,平成 24年 6月 6日 ,情報公開請求に対 して,放射性物質拡散

予沢1図 の うち,滋賀県及び大阪府の各区域に係 る部分のみを一部開示 し,そ

の他の府県の区域 に係 る部分については不開示 としたが,公開された放射性

物質拡散予測図は,本件不開示情報 とは内容の異なるものであった (乙 9の

2,乙 16の 2,乙 31の 1～ 17)。 また,滋賀県は,同 年 11月 5日 ,

情報公開請求に対 して,滋賀県,大阪府及び京都府の各区域に係 る部分のみ

を一部開示 し,その他の県の区域に係 る部分については不開示 とした。 さら

に,滋賀県は,同月 14日 ,情報公開請求に対 して,放射性物質拡散予測図

の うち,滋賀県,大阪府及び京都府 に加 え,岐阜県の各区域に係 る部分のみ
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を一部開示 し,そ の他の県の区域に係 る部分については不開示 とした。

(5)原告は,平成 24年 5月 28日 ,福井県知事に対 し,条例に基づき,「福

井県の原子力発電所の重大事故を想定 し,滋賀県が独 自に実施 した放射性物

質の拡散予沢1に ついて,同 県か ら情報提供 された文書・資料の全部」につい

て開示請求 (本件開示請求)を 行つた。 これ に対 し,福井県知事は,同年 6

月 11日 ,本件開示請求に係 る公文書の うち,本件不開示情報は,「滋賀県

お よび福井県が行 う防災対策に係 る事務 に関す る情報であつて,公にす るこ

とにより,当 該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため」条例 7

.条 7号所定の不開示情報に該当するとの理由で,本件一部不開示決定 (危 第

558号 )を した。 (甲 1)

(6)被告は,福 井県公文書公開審査会か ら各府県の公開状況の回答を求め られ

た平成 25年 3月 中旬頃,大阪府,京都府及び岐阜県が 自府県の区域につい

ての放射性物質拡散予測図 (滋賀県が提供 したもの)を公開 していたことを

認識 した (乙 29,弁 論の全趣 旨 [被告準備書面(1)5頁 ])。

4 争点及び当事者の主張

(1)争点

本件の主たる争点は,①本件一部不開示決定の違法性判断の基準時及び②

本件不開示情報が条例 7条 7号所定の不開示情報に該 当す るか否かである。

(2)当 事者の主張

ア 争点① (本件一部不開示決定の違法性判断の基準時)について

(原告の主張 )

処分時での評価 を変更す るのが妥当 と認 められる特段の事 由がある場合

には,例外的に,処分時の事情に固執すべきいわれはない。

被告は,本件第 6回 口頭弁論期 日で陳述 された被告準備書面(1)に おいて ,

本件不開示情報の うち,被告の区域 に係 る部分については,早ければ原子

力規制庁が放射性物質拡散シミュレーシ ョン (以 下 「拡散シ ミュレーシ ョ
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ン」 とい う。)を公表 した平成 24年 10月 頃,ま た,大阪府 ,京都府及

び岐阜県の各区域に係 る部分については,こ れ らの各府県が 自府県の区域

部分を公開 したことを認識 した平成 25年 3月 頃には,不開示 とすべき事

由が消滅 した と釈明 した。 したがって,福井県知事が行つた本件一部不開

示決定は取 り消 され るべ きである。

(被告の主張 )

本件一部不開示決定の違法性判断の基準時は,同処分が された平成 24

年 6月 11日 時点である。 このよ うに解釈す ることは,情報非公開処分取

消訴訟 の係属中に開示請求者が対象情報を入手 した り,同訴訟の書証 とし

て対象情報が提出された りした場合であつて も訴えの利益が消滅 しない と

されていることとの整合性の観点か らも妥 当である。なお,原告は,本件

不開示情報について再度の情報公開請求をす ることなく本件一部不開示決

定の取消 しを求めているのであるか ら,処分時における同決定の適法性判

断を求めているもの と考 えられ る。

イ 争点② (本件不開示情報の条例 7条 7号該 当性)について

(被告の主張 )

本件一部不開示決定を行 つた当時,国 による拡散シミュレーションの作

成が予定 されていた ところ,当 時の国の方針では,地域防災計画策定の前

提 となるUPZと PAZの 線引きを,科学的に妥当と考えられる分析・評

価 を踏 まえて,道府県,国 ,原子力事業者等の関係者の認識の共有を図つ

た上で実施すべきもの とされていた。

しかるに,本件不開示情報は,滋賀県が近隣他府県 と事前協議等を行わ

ずに独 自に作成 した滋賀県作成シ ミュレーシ ョンの一部であつて,他府県

との認識の共有化が図 られていないものであ り,ま た,被告において,科

学的に妥当 と考えられ る分析・評価 を踏まえた ものであるか否かについて

判断できないものであった。
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以上を前提 として,本件不開示情報が条例 7条 7号に該 当すると判断 し

た理由を,本件不開示情報の うち,福井県の区域に係 る部分 とそれ以外の

区域に係 る部分 とに分けて述べ ると,次の とお りである。

И  福井県の区域 に係 る不開示部分について

滋賀県作成 シ ミュレーシ ョンは,前記の とお り被告において科学的に

妥当と考 えられ る分析・評価 を踏 まえた ものであるか否かについて判断

できない ものであるのに,本件不開示情報を開示すれば,同 シ ミュ レー

ションが一人歩 き し,放射性物質が高濃度で拡散す るとされている地域

の住民に対 して科学的根拠に乏 しい不安を与えた り,逆に低濃度で しか

拡散 しない とされている地域の住民に対 して科学的根拠に乏 しい安心感

を与えた りす る事態が生 じることが具体的に予測 された。

また,多数 の原子力発電所が設置 され ,そ の周辺に住む人 も他府県に

比べて圧倒的に多い福井県では,県民が原子力安全対策に関 して極 めて

敏感であるか ら,他の地域に比 して一層 ,地域防災計画策定事務の遂行

に当た り県民に対する適切な説明を行 うべき要請が強いのに,被告が十

分な科学的根拠 を示す ことのできない本件不開示情報を開示すれば,県

民の理解 を得て上記事務 を適正に遂行す るのに著 しい支障を及ぼすおそ

れがあつた。

m 福井県の区域以外 (た だ し,滋賀県部分を除 く。)に係 る不開示部分

について

滋賀県作成 シ ミュレーシ ョンは,前記の とお り他府県 との認識の共有

が されずに作成 されたものであ り,こ れ を作成 した滋賀県 自身が,近隣

府県 との意見調整 を行つた結果 ,滋賀県の区域に係 る部分以外は公開 し

ないこととした ものであった。 しかるに,福井県知事が滋賀県の区域に

係 る部分以外 を開示すれば,被告 と他府県 との信頼関係が破壊 され ,関

係府県間における地域防災計画の検討・協議 に著 しい支障を及ぼすおそ

- 7 -



れがあつた。

なお,原告は,滋賀県作成シ ミュ レーシ ョンを参照す ることによ り精

度の高い,実効性 のある地域防災計画を作成することが可能になると主

張す るが,被告が地域防災計画を策定す るに当た り同シ ミュレーシ ョン
'

を参照す ることは,当 時の国の方針 に反 し,許 されなかつたものである。

以上によれば,本件不開示情報 を開示すれば,被告の地域防災計画策

定事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあつたことは明 らかである。

(原 告の主張 )

被告が地域防災計画を策定す るに当たつては,国 が作成す る予定の拡散

シ ミュレーションに限定せず,多面的な情報 も踏まえる方が,精度が高 く

実効性 のある計画 を策定す ることができる。そ して,本件不開示情報を含

む滋賀県作成シ ミュレーションは,防災危機管理局 と滋賀県琵琶湖環境科

学研究セ ンターが,拡散予測の前提条件 も明示 して科学的に妥当と考 えら

れ る分析・評価 を踏まえて作成 した ものであつて,県民の避難方法等,災

害時における緊急の対処及び災害に対す る未然の防止策 を検討す る際の一

つの材料 とな り得 る。 したがつて,本件不開示情報を開示す ることによつ

て,被告における地域防災計画策定事務の適正な遂行に資す ることはあつ

ても,実質的な支障を及 ぼすおそれな どはなかつた。

本件不開示情報が条例 7条 7号 に該 当 しない理由を,本件不開示情報の

うち福井県の区域 に係 る部分 とそれ以外の区域に係 る部分 とに分けて述ベ

ると,次の とお りである。

И  福井県の区域 に係 る不開示部分について

被告は,滋賀県作成 シ ミュレーシ ョンが科学的に妥 当と考えられ る分

析・評価 を踏まえた ものであるか否かを判断できないものであった と主

張す るが,被告 には,県民の安全 0安心について最大の責任 を持つ行政

当局 として,提供者である滋賀県に問い合わせるなどして,提供 された
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情報について 自ら確認す る責務がある。 したがつて,そ れを怠つて情報

の信頼性 に言及 して開示 しない とい う判断をすることは,行政 当局 とし

ての怠慢 にすぎない。

また,滋賀県の情報公開審査会においても,公開 したことによつて地

域住民に対 して混乱が生 じたよ うなことはない旨報告 されている。

0 福井県の区域以外 (た だ し,滋賀県部分を除 く。)に係 る不開示部分

について

被告の事務の適正な遂行 に支障を及ぼすおそれがあるとい うには,法

・  的保護 に値す る程度の蓋然性が必要であるところ,本件一部不開示決定

当時において,本件不開示情報の うち,大阪府はそのホームページにお

いて大阪府の区域に係 る部分を公開 していた し,京都府及び岐阜県はそ

れぞれ 自府県に対す る情報公 開請求に対 して 自府県の区域に係 る部分を

開示 していたのであるか ら,近隣府県の協力や理解が得 られな くなるな

ど悪影響が生 じるといつた,事務の適正な遂行に支障を及ぼす事態を招

く可能性 は,抽象的なものにすぎなかった。

なお,事務の 「適正」な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとい うには ,

公開のもた らす支障のみな らず,公開のもた らす利益 も比較衡量 しなけ

ればな らない ところ,本件一部不開示決定は,滋賀県の区域に係 る放射

性物質拡散予測図のみを開示 し,それ以外の府県の区域に係 る部分を不

開示 としているために,放射性物質の拡散状況が分か りづ らくなってお

り,か えつて地域住民に不安感や安心感 を与 え,無用の混乱 を生 じさせ

るおそれす らあつた。

以上によれば,本件不開示情報は,条例 7条 7号所定の不開示情報に

は該 当 しない。

第 3 当裁判所の判断

1 争点① (本件一部不開示決定の違法性判断の基準時)について
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そ もそ も取消訴訟は,行政処分に対す る事後審査をその本質 とす るものであ

るか ら,処分後に事情の変化があつた場合にも,裁判所 は,処分後の事情の変

化 を考慮 して,いかなる処分が正当であるかを判断すべ きものではない (最 高

裁昭和 25年 (オ)第 220号 同 27年 1月 25日 第二小法廷判決・民集 6巻

1号 23頁 ,最高裁昭和 26年 (オ)第 412号 同 28年 10月 30日 第二小

法廷判決・裁判集民事 10号 331頁 参照 )。 したがって,前提事実のとお り,

被告が本件訴訟において,本件不開示情報について不開示 とすべき事由が消滅

している旨釈明 した こと (当 裁判所に顕著)を もつて,直ちに本件処分が違法

・となるものではな く,こ の点についての原告の主張は失 当である。

2 争点② (本件不開示情報の条例 7条 7号該当性)について

(1)認定事実

後掲の証拠及び弁論の全趣 旨によれば,以 下の事実が認 められ る。

ア 滋賀県作成 シ ミュレーシ ョンの作成に当た り,事故想定,拡散予測方法 ,

気象条件その他 の前提条件等 についての近隣他府 県 との事前協議や SP

EEDI等 の他 の予測 システムを用いた場合 との比較検討 が行われた形

跡はなかった (争いがない。 )。

上記 シ ミュ レーシ ョンの うち,平成 23年 9月 上旬頃に送信 されたもの

は,何 らかの方法 によって放射性物質の拡散予測 を した結果 と考 え られ

たが ,被告 にお いて,そ の予測方法や前提 条件 等 は一切不 明であつた

(乙 9の 1・ 2)。

また ,上記 シ ミュ レー シ ョンの うち,平成 23年 11月 中旬 に送信 され

たものは,主に光化学スモ ッグ拡散予測のために用い られる大気シ ミュレ

ーシ ョンモデル に基づき,かつ,滋賀県域 に影響が大きくなると考えられ

る日に限定 して拡散予測を示す資料であつた (甲 4,乙 16の 1・ 2)。

イ 内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室は,関係地方公共団体に対 し,

平成 24年 1月 23付 けの 「国 。地方の防災計画策定など今後の対応内容
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とスケジュール (案 )」 (乙 3の 1)及び 「地域防災計画 (原子力災害対

策編)策定に向けたガイ ドライン (案 )」 (乙 3の 2)を 示 し,同年 4月

に防災基本計画及び防災指針 を改定す る方針 を明 らかに した。 これ によ り,

関係地方公共団体には,地域防災計画の改定・策定が求め られ ることにな

った。

上記ガイ ドライ ン案 には,関係地方公共団体が地域防災計画の改定等の

ための災害想定の見直 しを行 うに当た り,原子力安全・保安院 (組織再編

後は原子力規制庁)及び独立行政法人原子力安全基盤機構が拡散 シ ミュ レ

ーシ ョン等 を実施 して技術的支援 を行 う予定であることが明記されていた。

(以上,乙 3の 1・ 2)

ウ その後,前記改革準備室及び原子力安全・保安院原子力防災課は,関係

地方公共団体に対 し,平成 24年 3月 14日 付 けの 「地域防災計画 (原子

力災害対策編)策定ガイ ドライ ン (追 補 1)」 (乙 5)に おいて,UPZ

とPAZの 線引きは,科学的に妥 当 と考えられ る分析・評価 も踏まえた も

の として決定 され るべきである旨を示 した。

上記ガイ ドライ ンにおいては,① UPZの 目安 (原子力発電所か らおお

むね 30km圏 )が隣接道府県に及ぶ場合,原子力防災への取組 について ,

原子力発電所立地道府県 と隣接道府県が連携 して対応す る必要性が高いた

め,隣接道府県が地域防災計画を策定する際には,立地道府県 と隣接道府

県の計画に不整合が生 じないよ う,す り合わせ を行 うことが必要であるこ

と,②拡散 シ ミュ レーシ ョンも,事故の想定について,道府県,国 ,原子

力事業者等の関係者の認識の共有を図つた上で実施すべきであること,③

同シミュレーションは,国 の監督の下に独立行政法人原子力安全基盤機構

が実施 し,その結果を地域防災計画の検討・協議の場において示し,そ こ

から得られる分析・評価を,道府県がUPZと PAZの線引きを決定する

判断材料として活用すること等が明記されていた。 (以 上,乙 5, 6)
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工  原 子 力規 制庁 は,平成 24年 10月 ,拡散 シ ミュ レー シ ョンを公 表 した

(乙 7,8)。

(2)条例 7条 7号の解釈・適用の在 り方

条例 7条 7号は,県,国等の行 う事務又は事業に関す る情報の うち,公開

す ることによ り当該事務又は事業の適正な遂行 に支障を及ぼすおそれがある

ものについては公開 しない ことができるとす る旨の規定であるところ,当 該

情報の公 開によつて当該事務又は事業の執行 に どのよ うな影響が及ぶかは ,

行政事務 の全容 を把握 した上でない と的確な判断ができない場面があ り,ま

・ た,過去の行政事務の運営経験を土台に した予測的な判断を必要 とす るもの

であることに鑑みれば,上記不開示情報に当たるか否かの判断については ,

情報公開の実施機関の裁量が一定程度認 められ るべきものである。 もつとも ,

実施機 関の専 ら主観的判断に委ねたのでは,県民の公文書公開請求権が十分

保障 され るよ うに解釈・運用す ることを定めた条例 3条前段及び条例前文の

趣 旨に反す ることになる。

したがって,条例 7条 7号所定の 「適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

るもの」 とは,当 該情報の公開により当該事務又は事業の適正な遂行に支障

を及ぼす ことについて客観的な危険性が認 め られ るものをいい,こ の点に関

す る実施機関の裁量的判断に合理性が認 められ る限 り,こ れ を違法 とす るこ

とはできない と解す るのが相 当である    ・     7 
・)。         |‐

 ‐    .  1   ‐

以上 を前提 として,本件不開示情報 を開示す ることによ り,被告における

地域防災計画策定事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとした福井

県知事の判断に合理性が認 められ るかを以下検討する。

(3)本件不開示情報の うち福井県の区域 に係 る部分について

ア 原子力災害に関す る地域防災計画は,防災対策を重点的に充実すべ き地

域 の範囲を定めるために,災害時における放射性物質の拡散予測を踏まえ

て策定 され るものである (前記前提事実(1))と ころ,こ のような地域防災
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計画策定事務の内容に照 らす と,そ の事務 を遂行す るに当たつては,十分

な科学的根拠に基づいた放射性物質拡散予沢Jの シ ミュレーシ ョンを示 した

上で,県民の適切な理解 を得 る必要があると認 められる。取 り分け,原子

力発電所が複数設置 され,そ の周辺の住民 も多数に上る福丼県においては ,

原子力行政や原子力災害に係 る防災計画に対す る県民の意識が高い とうか

がわれ ることも踏 まえれば,被告において,納得性や実効性のある地域防

災計画 を策定す るためには,県民に対 して適切な説明を行 う必要性が高い

とい うべきである。国が示 したガイ ドライ ンにおいても,科学的に妥当と

考 え られ る分析・評価 を踏 まえた地域防災計画 の策定が要請 されてい る

(前記認定事実 ウ)が ,同様の趣 旨に出た もの と考えられる。

しかるに,前記認定事実アの とお り,滋賀県作成 シミュレーシ ョンは ,

事故想定,拡散予測方法,気象条件その他の前提条件等について近隣他府

県 との事前協議 を経て作成 されたものではな く,同 シミュレーシ ョンの う

ち,平成 23年 9月 上旬頃に送信 された部分は,予測方法,前提条件等が

被告には一切不明なものであ り,同年 11月 中旬に送信 された部分は,そ

の記載内容か ら作成経過 を一応看取す ることはできるものの,放射性物質

の拡散予測に本来用い られ るべき SPEEDI(緊 急時迅速放射能影響予

沢Jネ ッ トワークシステム)と は異な り (甲 4の 3頁参照),主 に光化学ス

モ ッグ拡散予測に用い られ る大気シ ミュレーシ ョンモデルに基づ くもので

あ り, SPEEDIそ の他 の予測システムを用いた場合 との比較検討が さ

れた形跡 もない上,滋賀県に影響が大きくなると考えられる 日に限つた拡

散予測を示す ものにすぎなかった とい うのである。

それにもかかわ らず,被告において上記のよ うに科学的根拠が不明又は

不十分な情報を開示すれば,県民に対 して,そ の情報に関 して適切な説明

を行い得ないばか りか,そ の居住 している地域 における放射性物質拡散の

危険性 について不当な安心感又は不安感 を与えることにもな りかねない。
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また,滋賀県作成 シ ミュレーシ ョンが,後 に公表 され る予定であつた拡散

シ ミュレーシ ョンと大きく異なる場合等には,後者 に基づ く地域防災計画

の策定に県民の理解 を得 ることが難 しくなる可能性 もあながち否定はでき

ない。

以上によれば,本件不開示情報の うち,福井県の区域に係 る部分を開示

す ると,被告の地域防災計画策定事務の適正な遂行 に支障を及ぼす危険性

があるとの福井県知事の判断には,合理性があつた とい うべきである。

イ これに対 し,原告は,滋賀県の情報公開審査会において,滋賀県や京都

府が 自府県の区域に係 る部分を公開 しても,地域住民に混乱がない旨報告

されていることを指摘す るが,そ の報告は,本件一部不開示決定の 1年以

上後に行われた ものであること (甲 3)や ,上記の とお り福井県内に複数

の原子力発電所が設置 されていることか ら生 じる被告における地域防災計

画策定事務の特殊性 を踏まえれば, これをもつて直ちに,本件一部不開示

決定が,そ の時点において,福井県知事の裁量の範囲を逸脱 して違法であ

つた とまではいえない。

(4)本件不開示情報の うち福井県の区域外 に係 る部分 (た だ し,滋賀県の区域

に係 る部分を除 く。)について

ア 原子力関連施設 において過酷事故が起 こつた場合 ,放射性物質が県域を

越 えて拡散 してい くことが予測 され るか ら,地域防災計画を策定するに当

たつては,近隣道府県,国 ,原子力事業者 ら関係者間の協働が必要 とされ

る面があ り,前記認定事実 ウのとお り,国 が策定 したガイ ドラインにおい

ても,隣接道府県が各々地域防災計画を策定す る際には,各計画に不整合

が生 じない よう,す り合わせ を行 うことが必要である旨や,事故の想定に

ついて関係者の認識 を共有 した上で拡散シ ミュレーシ ョンを実施すべきで

ある旨などが示 され , さらに,拡散 シ ミュレーシ ョンは,地域防災計画の

検討・協議 の場において開示す ることが予定 されていたのである。そ して ,
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証拠 (甲 2,乙 2, 4)に よれば,被告 も,本件一部不開示決定当時,上

記ガイ ドラインに従い,拡散 シミュ レーシ ョンを踏まえた地域防災計画の

策定を行 うことを予定 していた と認 め られ る。

以上のよ うに,近隣道府県が協働・調整 して遂行すべき地域防災計画策

定事務の内容や性質に鑑み ると,滋賀県作成シ ミュ レーシ ョンの うち,福

井県の区域 に係 る部分 は不開示 としなが ら,近隣府県の区域 に係 る部分

(た だ し,滋賀県の区域に係 る部分は除 く。)については開示す ることと

した場合には,地域防災計画の策定に当たつて近隣府県の協力を得ること

が難 しくなる可能性は否定できない とい うべきであるか ら,福井県知事に

おいて,上記部分 を開示す るのは相 当ではない と判断 した としても,直ち

にこれ を不合理 とす ることはできない。実際,滋賀県 自身で さえ,前記前

提事実(4)の とお り,本件一部不開示決定後である平成 24年 11月 14日

に至っても,滋賀県並びに既 に公開又は開示 されていた大阪府 ,京都府及

び岐阜県の各区域 に係 る部分以外は公開 していなかったのであつて,こ の

ことは,独 自の判断で他府県に係 る部分を公開することによつて近隣府県

の協働や調整が困難になる可能性 を示唆す るもの と考えることができる。

以上によれば,本件不開示情報の うち,福井県の区域外に係 る部分を開

示す ると,被告の地域防災計画策定事務の適正な遂行に支障を及ぼす危険

性があるとの福井県知事の判断には,合理性があつた とい うべきである。

イ これに対 し,原告は,本件一部不開示決定当時において,滋賀県作成 シ

ミュレーシ ョンの うち,大阪府,京都府及び岐阜県の各区域 に係 る部分に

ついては,各府県が 自ら公開又は開示 していたのであるか ら,福井県知事

において, これ らの府県の区域に係 る部分を開示 しても,そ の事務の適正

な遂行 に支障を及ぼす可能性 は抽象的なものにすぎなかったな どと主張す

る。

しか しなが ら,①証拠 (甲 4)に よれば,滋賀県が滋賀県作成シミュレ
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―ションを他府県に提供 した際,それら他府県の中には,自 己の区域に係

る部分を公開しないことを求める府県があつたと認められ,そ のことは被

告も承知していたとうかがわれること,②既に認定・説示したとおり,滋

賀県作成シミュレーションは,被告にとつて科学的根拠の不明又は不十分

なものであつたこと,③前提事実の とお り,被告は,本件一部不開示決定

が された当時,大阪府 ,京都府及び岐阜県の公開 0開 示の状況を認識 して

いなかった ことに照 らす と,原告の上記主張を考慮 しても,福井県知事の

前記裁量的判断には,なお合理性があつた とい うべきである。

(5)ま とめ

以上検討 した ところによれば,原告のその余の主張を踏まえても,福 井県

知事が,本件一部不開示決定当時において,本件不開示情報を開示すること

により被告における地域防災計画策定事務の適正な遂行に支障を及ぼす客観

的な危険性がある旨判断 した点について,そ の裁量の範囲を逸脱 した違法が

あるとはいえない。

そ うす ると,本件不開示情報が条例 7条 7号所定の不開示情報に該当する

もの として, これを不開示 とした本件一部不開示決定は,適法であると認 め

られ る。

3 本件不開示情報を開示す る旨の決定の義務付けを求める訴 えの適法性につい

て

本件訴えの うち,本件不開示情報を開示する旨の決定の義務付けを求める部

分は,行政事件訴訟法 3条 6項 2号所定の義務付 け訴訟であるところ,本件一

部不開示決定が取 り消 され るべきものでないことは前示のとお りであるか ら,

上記部分は,同 法 37条 の 3第 1項 2号の要件を満たさない。

したがって,そ の余の点について判断するまで もなく,本件訴 えの うち,上

記部分は不適法なもの として去「下を免れない。

第 4 結論
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以上によれば,本件訴 えの うち,本件不開示情報の開示決定の義務付 けを求

める部分は不適法であるか ら去「下 し,原告のその余の請求は理由がないか ら棄

去,す ることとし,主文の とお り判決す る。

福井地方裁判所民事第 2部

裁判長裁判 官    林

裁判官    山    口    敦    士

裁半」官 三 宅 由 子

7閏
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(別紙 )

下記の対象公文書 1から対象公文書 8ま での分布図 (表題,凡例お よび滋賀県

の区域の部分 を除く。)

1 対象公文書 l Layer l NAI〔 2〕  〔2〕 =0515

2 対象公文書 2 Layer l NAI〔 2〕  〔2〕 =0216

3 対象公文書 3 大気シミュレーションモデルによる放射性物質拡散予測

甲状腺被ばく等価線量最高濃度分布図 (美浜発電所 )

4 対象公文書 4 大気シミュレーションモデルによる放射性物質拡散予測

・
         甲状腺被ばく等価線量基準超過出現回数分布図 (美浜発電

所 50mSv以 上出現頻度 )

5 対象公文書 5 大気シミュレーションモデルによる放射性物質拡散予測

甲状腺被ばく等価線量基準超過出現回数分布図 (美浜発電

所 100msv以 上出現頻度 )

6 対象公文書 6 大気シミュレーションモデルによる放射性物質拡散予測

甲状腺被ばく等価線量最高濃度分布図 (大飯発電所 )

7 対象公文書 7 大気シミュレーションモデルによる放射性物質拡散予測

甲状腺被ばく等価線量基準超過出現回数分布図 (大飯発電

所 50mSv以 上出現頻度 )

8 対象公文書 8 大気シミュレーションモデルによる放射性物質拡散予測

甲状腺被ばく等価線量基準超過出現回数分布図 (大飯発電

所 100msv以 上出現頻度 )
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